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報 告 事 項  楠部 滋 会員 

本日の読売新聞に高齢者の資産についての記事があり、重要なことが書いてあるように

思います。情報提供するとともに、私たちの家族のささやかな経験を紹介させてください。 

私の母は 93歳。9年前に夫を亡くしてから広島市で一人暮らしを続けてきました。私に 

は 2人の妹が居り、広島市に住む妹が、時々母の支援をしてくれていましたが、5年くらい

前から少し物忘れが始まり、認知症予防の専門医に受診。もの忘れを進ませない様にお 

薬を出してもらうようになりました。 

２年前に母を支援している広島市の妹が「認知症の親の預金は引き出せなくなる」との週

刊誌記事を見て私に相談。一昨年の 12月末に私たち 3人兄妹と母で広島市の公証役場に行き、任意後見制度利

用の手続きをしました。司法書士さんは、「まだ軽いので、任意後見の前段階の委任契約を広島市に住む妹と結

んでおく事」も勧めてくださり、契約をしておきました。又、後日認知症が進んで一人暮らしが難しくなった

場合に備えて、ケアマネージャーが勧めてくれるグループホームへの申込をしておきました。 

その後、母は、一人暮らしを続けて広島市の妹が毎週何度か訪問して支援することを続け、ホームヘルパー

さん、訪問看護師さんの支援を受けながら、週 2～3回のデーサービスも利用して住み慣れた家を守っておりま

した。約 1 年前には、母が相続税の事を気にするようになり、コンサルタントの人に相続税対策指南をしても

らい、ひ孫の教育資金贈与や孫の新居建築資金贈与などの対策を済ませることが出来ました。 

今年の 6月、2年前に申し込んでいたグループホームに「空きが出たので入所しませんか。」と連絡がありま

した。母の認知症はまだそれほどひどくないのですが、1 人暮らしを続けることは難しくなってきたように思

いましたので、私が説得してグループホームに入所してもらいました。何とか新しい住まいになじんでくれて

いる様子なので、今のところはホッとしています。ようやく 1カ月が過ぎたところです。 

本本本日日日のののプププロロログググラララムムム（（（777 月月月 222888 日日日）））   

米山奨学生 グエン ティ タオ ヴィさん 

「 私の故郷－フエ 」 

次次次回回回のののプププロロログググラララムムム（（（888 月月月 444 日日日）））   

短縮例会（12:30～13:00） 

第１２０９回 ２０２１年７月１４日(12:30～13:00) 例会記録 

点  鐘 熊谷会長 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

ロータリアンの行動規範唱和 
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       会長 熊谷祐司 

「変化することについて」 

 

本 の 紹 介 

１．大暴落  澤上篤人 

 私は、「大暴落」といった大袈裟なタイトルの書籍は、読まないことにしていますが、この 

 本は、有名な「さわかみ投資信託」の澤上氏が書いているので、読んでみました。 

ジャンク債の暴落から株価の暴落へと、結構理論的に書かれていて参考になりました。 

 

２．デジタル化する新興国  伊藤亜聖 

 新興国は既得権益がないので、一足飛びに高度なデジタル化が可能となることや、デジタル 

化に潜む所得格差の問題が語られています。物づくりには材料や労働力を必要とし、製品を 

販売した利益は仕入先や従業員に公正に分配されてきました。しかしながら、ゲームやその 

他ソフトは、生産にはコストが掛かっても、再生産にはコストが掛からないので利益の分配 

がされず、富が偏在することになるようです。 

 

３．デジタルと AIの未来を語る  オードリー・タン 

台湾の天才政治家であるオードリータンはトランスジェンダーで、24歳の時に男性から女 

性への性転換をしています。台湾政府のコロナウイルス対応の陰にはオードリータンの存 

在があります。トランスジェンダーで中学校中退でありながら、IQ１８０の天才を発掘し、 

IT大臣にした台湾を日本も見習うべきでは？また、在任 5年〜6年になりますが、部下の 

官僚が嫉妬で意地悪して引きずり降ろさないところも、日本は見習うべきだと思います。 

 

変化すること 

戸籍編 （嘗ての日本の統治国には戸籍制度が導入されていた） 

１．韓国の戸籍  

韓国では、2005年の民法改正（2008年の元旦から廃止）により、従来の「家」を中心に考える制度、いわ

ゆる「戸主制」が廃止されることが確定しました。 そこで、 戸主を中心に家単位で編製されていた戸籍

をなくし、新しい制度として「家族関係登録制度」というものができました。 

 

２．台湾の戸籍 

日本の戸籍制度では、戸籍の取得は本籍地にある市区町村役場でしか行うことはできませんが、台湾では

全国的にコンピューターによって管理されています。 

そのため、どこにいたとしても戸籍の取得を行うことができます。 

現在の台湾での戸籍制度は、個人単位の身分登録制度になりつつあります。 

家単位の戸籍は、現在では内容更新が行われていない、との情報もあります。 

 

 何故、上記両国の戸籍制度は実質廃止されたのでしょうか？ 

それは、 

①紙ベースでは、全ての戸籍を収集しないと相続人等が確定できない  

②家単位の戸籍制度がデジタル化になじみにくい、などの理由が考えられます。 



３．日本の戸籍 

管理が市町村ごとで、その情報システムもバラバラ（ベンダーが IBM,富士通・・・互換性の問題もあり）

です。他市の戸籍取得は未だに小為替を使った郵送請求のままで、帳簿時代には相続人の特定等に関して

世界的に見ても優れたシステムでしたが、IT時代には厄介者になっています。家単位編成のため夫婦別姓

の導入の妨げになったり、市町村にデータが散在している（システムの相互参照が出来ない）ので、書面

でしか戸籍追跡が出来ない等の不便さが目立っています。また、本籍地よって差別されたりが未だに発生

しているため、戸籍は廃止すべし、という声もあります。 

 

４．新興国のシステム化 

新興国は、既得権益者がいないので、先進国システムを参考にし、効率的でＩＴ向けのシステム（法令も

ＩＴ向けにすればよい）がすぐにでも構築できます。行政手続きに要する時間と労力を他の成長分野に投

入でき、役所に行くガソリン代も節約できて、ＣＯ２の排出も抑制できます。 

 

デジタル化の推進により、スマホで住所変更の届け出をすると、同時に不動産の登記簿、会社登記簿、各

種免許証や銀行口座等の住所が自動的に変更できるし、更には死亡と同時に相続人が確定でき、翌日には

政府から各相続人のスマホ宛に、相続人である旨の証明、法定持分の証明、相続税の納付通知が来る、と

いうことも夢ではありません（今でも技術的には可能）。日本のような、行政と市民の間に立つ「××士」

（弁護士を除）という代理業は不要となる、というより、行政と市民を直結して、代理業が不要なシステ

ムにすればよいと思います。（行政手続きそのものは、新たな価値を産むものではないので） 

 

日本戸籍のように家ごとではなく、個人ごとに国民登録簿を作成し、その中に両親の番号、配偶者の番号、

子供の番号を入れて家族をリンクすれば、直ぐに家系図ができます。そうすれば、個人単位なので夫婦別

姓も可能で、本人確認情報や銀行の口座番号等も入れるとどこでも決済ができ、ローン返済すると抵当権

が自動的に抹消出来ようにもなります。 

 

５．変われないとどうなる？ 

今までであれば、製品づくりのノウハウは何十年と言った技術の蓄積があり、容易にその差は縮小しませ

んでした。しかしながら、ＩＴ化の進展は、様々な技術がロボットや３Ｄプリンターで代替され、一気に

その差が縮み、キャッチアップされ、やがて追い越されることになるかもしれません。 

この期間は、思っているより遥かに短いと思います。後進国・新興国の教育のレベルもＩＴ化によって急

速に高くなり、既得権益で邪魔する勢力がなければ、どんどん生産性が向上します。一方、日本は何を改

革するにも既得権益者がいて、それを支える超党派の議員連盟があります。改革は口先だけで、全く実行

できないのではないか？そうなったら、転げ落ちるのも加速度がつき、アッという間に衰退国になるよう

に思います。 

  

６．これからの行政 

  新興国などは、今後、巨大な庁舎は建設しないと思います。維持費ばかりかかって必要ないからです。デ

ジタル化時代に市民の来庁を前提とした巨大な市庁舎などは要りません。 

むしろ、市内のあちこちに小さくて良いから多くの拠点を設け、職員が市民のもとに出向き、相談に乗る

ようなサービス、言ってみれば、「手続き型行政」から「問題解決型行政」に転換すべき、と考えます。手

続するための来庁を前提としたシステムこそ、燃料を無駄に使いＣＯ２を排出して、SDG‘Sの趣旨に反す

るのでは？ 

 

これからは、全ての行政手続きをデジタル化して来庁を減少させ、各地域での相談業務を充実させる、と

いった本庁一極集中から地域に本庁機能を分散化させる時代になると思います。将来、各地域の行政拠点

から職員がノートパソコンを持って、自転車で独居老人宅などを訪問し、テレビに繋いで本庁の専門員を

ZOOMで呼び出し、一緒になって問題を解決する、そんな時代になればと考えています。 

 

 


